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庁
設
置
に
関
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る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
四
年
八
月
十
日
に
成
立
し
た
「
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の

消
費
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
」
の
第
七
条
第
八
号
に
「
年
金
保
険
料
の
徴
収
体
制
強
化
等
に
つ
い
て
、
歳
入

庁
そ
の
他
の
方
策
の
有
効
性
、
課
題
等
を
幅
広
い
観
点
か
ら
検
討
し
、
実
施
す
る
こ
と
」
と
の
検
討
条
項
が
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
八
日
、
加
藤
勝
信
内
閣
官
房
副
長
官
が
座
長
を
務
め
る
「
年
金
保
険
料
の
徴
収
体
制
強
化
等
の
た
め
の

検
討
チ
ー
ム
」
の
年
金
保
険
料
の
徴
収
体
制
強
化
等
に
関
す
る
論
点
整
理
に
お
い
て
、
歳
入
庁
の
創
設
に
関
し
、
「
組
織
を
統

合
し
て
歳
入
庁
を
創
設
す
れ
ば
納
付
率
向
上
等
の
課
題
が
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
意
見
で
一
致
し
た
。
」
と
報
告
さ
れ

て
い
る
。

政
府
の
歳
入
庁
創
設
へ
の
見
解
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
当
た
っ
て
の
措
置
（
附
則
第
十
八
条
）
に
「
経
済
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
上
で
、
そ
の
施

行
の
停
止
を
含
め
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
安
倍
総
理
は
十
月
三
十
日
の
衆
院
予
算
委
員
会
に
て

「
七－

九
月
に
成
長
軌
道
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
か
だ
」
と
発
言
し
て
い
る
が
、
さ
ら
な
る
消
費
増
税
の
判
断
を
す
る
前

に
、
歳
入
庁
設
置
の
検
討
を
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

一



右
質
問
す
る
。

二


